
     公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 埼玉西部支部 

 支 部 だ よ り
 第１７７号〈公７５号〉［令和６年３月１０日発行］ 

ＨＰアドレス https://www.takuken.or.jp/seibu/  メールアドレス seibu@takuken.or.jp

＜埼玉西部支部 TEL 049-265-6390 ＦＡＸ 049-265-6395＞ 

仲春の候、会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より、支部事業活動にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、「支部だより」第１７７号を発行いたしました。皆様のご意見、ご感想をお寄せください。 

令和５年度第６回支部理事会 （理事数３２名、監事数２名、定足数１７名、出席数３０名（うち委任状２名 ））

令和６年２月９日（金）１５時より、ラ・ボア・ラクテ（オリオン）にて開催されました。  

要点についてご報告申し上げます。 

令和６年度支部定時総会、令和６年新年賀詞交歓会、地区開催事業実施報告 等について審議され 

原案通り可決承認されました。 

その他、入会者・退会者について、各委員会事業、各地区事業、本部事業 他について、詳細に 

わたり説明・報告されました。 

５８期支部定時総会 （会員数６６０名、出席者５６名、表決委任者４０１名） ---→ 

令和６年２月９日（金）16時よりラ・ボア・ラクテ２階ビーナスにおいて「令和６年度 

５８期支部定時総会」が開催されました。出欠はがきのご提出にご協力頂きありがとうござ

いました。 

令和６年度支部定時総会の要点をご報告いたします。 

議長に飯沼哲夫氏、副議長に松本朗氏が選出され、議事が進められました。  

 ●報告事項・・・なし 

 ●審議事項・・・第１号議案 令和６年度事業計画書（案）承認の件

船津輝佳支部専務理事より詳細にわたり提案理由を説明され、挙手多

数により原案通り可決決定されました。 

第２号議案 令和６年度収支予算書（案）承認の件

渋谷優総務財務・広報委員長より詳細にわたり提案理由を説明され、 

挙手多数により原案通り可決決定されました。 

第３号議案 役員改選の件

船津輝佳支部専務理事より詳細にわたり提案理由を説明され、挙手多

数により原案通り可決決定されました。 

※事業計画書（案）、収支予算書（案）につきましては、令和６年５月２９日（水）１４時より、 

レイボックホールにて開催予定の本部総会に提案されます。 

令和６年新年賀詞交歓会 

支部定時総会終了後に、会場を４階のベガに移し、新年賀詞交歓会を開催いたしました。 

１３７名の会員様にご参加いただき、交流を深めることができました。 

新年賀詞交歓会の様子はこちらからご覧ください。---→ 

支部HP 

【 入会者 】（令和６年１月１日～２月２９日）

№ 商号・名称 代表者名 事務所所在地 TEL 

1 安い不動産(同) 安井 勉 川越市砂新田 86-2 049-238-4408

2 川越エステート㈱ 大久保 修 川越市大袋 753-6 049-227-9091

3 ㈱クレドリアルティ 鈴木 宏
坂戸市南町 3-3 

グランドヒルズ福徳壱番館 303
049-282-5858

【 退会者 】（令和６年１月１日～２月２９日） 

№ 商号・名称 地域 理由 

1 ㈱東武東上不動産 富士見市 支部移動による退会

2 ㈲町田建設 比企郡川島町 廃業

3 萩元不動産㈱ 富士見市 廃業

4 ㈱奥山建設 ふじみ野市 廃業

５ 近藤建設㈱ ふじみ野市 期間満了 

6 丸広建設㈱ 坂戸市 期間満了 

７ ㈱アークス 川越市 期間満了

会員数 ６５７名(令和６年２月２９日現在) 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 重要なお知らせ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

令和６年度会費等は、以下のとおり預金口座より振替させて頂きます。 

・口座振替日  令和６年７月１日（月）のみ

・振替金額   ７２，６００円 

・宅建協会費  ５,２００円×１２ヶ月＝６２,４００円 

内訳 ・保証協会費  ５００円×１２ヶ月＝ ６,０００円 

・埼政連会費  ３５０円×１２ヶ月＝ ４,２００円（代表者個人より） 

※領収証をご希望の方は、支部までお申し出ください。 

※口座振替日は、１回のみとなりますのでご注意ください。（再振替はございません） 

-------------------------------------------------------------------------------- 

業の廃止等を検討されている方は、早めのご対応と、支部までのご連絡をお願いいたします。 

4 月 1 日以降になりますと、1年分の会費を納入していただくことになります。 

※毎年４月１日現在に会員資格を有する会員は、毎事業年度の会費全額を、６月末日までに 

納入しなければならない。                   ～定款施行規則より～ 

■埼玉県宅建協会・全宅保証協会「変更届」「退会届」 ---------------------------→

県協会HP（https://www.takuken.or.jp/）より直接ダウンロードしていただくことが可能です。

県協会HP→会員の皆様→会員向けインフォ→宅地建物取引業免許 各種手続について

■重説サポートリンク集について ------------------------------------------→

支部ホームページに「重説サポートリンク」を設置しました。 

便利な機能ですので、是非利用ください。

■令和６年度支部だより送付月 

４月・６月・９月・１１月・R7年１月・３月を予定しております。


